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令和５年第１２回農業委員会総会 会議録 

召集年月日 

召集場所 

 

開閉会の日時及び

宣告 

令和５年 12月 26日 

滝上町役場 ３階 大会議室 

開会 令和５年 12月 26日  9時 30分  

閉会 令和５年 12月 26日  9時 50分 議長 瀬川 博 

出欠の状況 

議席 

番号 
氏    名 

出･欠

の 別 

議席 

番号 
氏     名 

出・欠 

の 別 

１ 森本 剛好 出席 ８ 大坪 省三 出席 

２ 西田 征司 出席 ９ 村田 牧子 欠席 

３ 太田越 亘 出席 10 原田 竜太 出席 

４ 因  久幸 出席 11 佐々木 渉 出席 

５ 林 花美 出席 12 張間 真之 出席 

６ 温水 吾郎 出席 13 瀬川 博 出席 

７ 日野 茂 出席    

会議録署名委員 日野 茂 委員 大坪 省三 委員 

事務局職員の  

出席状況 

事務 

局長 
加藤 暢也 係長 廣田 昌也 書記 内田 奈美 

議事日程 

日程第 1    会議録署名員の指名 

日程第 2    報告第 1号 会長の動向について 

日程第 3     議案第 1号 農地利用集積計画の決定について 

      （議事参与制限） 

日程第 4   議案第 2号 農地利用集積計画の決定について 

日程第 5      決議案第 1号 農業委員会法令順守の申し合わせ決議 

について 

             

  

会議の経過 別紙のとおり 
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瀬川 議長  

本日、村田委員より欠席の連絡をいただいております。 

在任委員１３名、出席委員１２名、出席委員が在任委員の過半数に達

しておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に

より会議は成立いたしました。 

 

これより、令和５年第１２回滝上町農業委員会総会を開催いたします。 

 

日程第１． 

会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１３条の規定により７番日野委員、８番大坪委員の両名を

指名いたします。 

 

日程第２． 

報告第１号．会長の動向についてですが、令和５年１２月１９日に、 

１１月の第２回あっせん委員会にて話しておりました、㈱●●●●の離

農に関連する本町に新規就農希望をする方との協議の場が設けられて、

事務局とともに出席しております。詳細は第３回あっせん委員会にて報

告します。 

なお、日程は未定でありますが、１～３月に地区別農業委員・事務局

職員研修会が予定されております。令和５年４月１日に農業経営基盤強

化促進法の法律改正に伴い、地域計画の策定、目標地図の作成、農地

バンク事業の活用を控えており、総会、あっせん委員会、利用状況調査、

意向調査、地域との協議の場において、皆様の経験豊かな知識に加え

て、更なる知識が求められてくるところでございますので、時間の許す

限り研修会にご参加いただけると幸いです。 

関係資料については、事務局備え付けとなっておりますので、お声が

けください。 
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瀬川 議長  

日程第３. 

議案第１号.農用地利用集積計画の決定について議題といたします。 

なお、●●委員に関する議件でありますので退席願います。 

 

朗読願います。 

 

廣田 係長 

議案２ページをお開き下さい。 

（以降、朗読） 

 

以上です。 

 

瀬川 議長  

説明願います。 

 

加藤 事務局長 

本件は、農用地利用集積計画の更新案件となっております。 

同計画の作成は、滝上町農業経営基盤強化促進基本構想第５の規定

により、農業経営基盤強化促進事業の中にある利用権設定等促進事業

として、滝上町から当員会に事務委任を受けております。 

滝上町旭町の●●●●さんの所有する農地を、滝上町雄鎮内の株式

会社●●●●を相手に賃貸借契約を更新するものです。現在の契約は、

平成３０年１月１日から令和５年１２月３１日の６年間の期間で同計画を

定めており、この度、双方より、契約更新の意思を確認するとともに、

利用権の更新を行うための同計画作成の申出書の提出があったことか

ら、同計画の更新に係る作成及び決定についてお諮りするものです。 

なお、これまでの６年間の契約期間から１年間の契約期間とする理由

については、令和６年度中に売買を進めたいとのことから、１年間とな

っております。それ以外の契約内容については変更ありません。 

場所については３ページをご覧ください。 
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瀬川 議長 

これより質疑に入ります。 

ただいまの件について質疑ございませんか。 

 

（質疑なしの声） 

 

質疑を打ち切ります。 

 

廣田 係長 

ここで訂正がございます。２ページの利用権設定等に係る土地の表

示の総面積に間違いがありました。50861.00㎡に訂正いたします。 

 

瀬川 議長 

この計画案が適当であるか否かについて意見を求めます。 

計画案が適当であるとしてご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

本計画案は適当であると決定しました。 

 

瀬川 議長 

日程第４. 

議案第２号.農用地利用集積計画の決定について議題といたします。 

こちらは、合計 30筆ありますので、利用設定等に係る土地の表示に

関しては省略いたします。 

それでは、朗読願います。 

 

廣田 係長 

議案５ページをお開き下さい。 

（以降、朗読） 

以上です。 
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瀬川 議長  

説明願います。 

 

加藤 事務局長 

 本件は、農用地利用集積計画の更新案件となっております。 

同計画の作成は、先ほどと同様に滝上町農業経営基盤強化促進基本

構想第５の規定により、農業経営基盤強化促進事業の中にある利用権

設定等促進事業として、滝上町から当員会に事務委任を受けておりま

す。 

札幌市の●●●●さんの所有する農地を、滝上町二区の●●●●さ

んを相手に賃貸借契約を更新するものです。現在の契約は、令和５年１

月１日から令和５年１２月３１日の１年間の期間で同計画を定めており、

この度、双方より、契約更新の意思を確認するとともに、利用権の更新

をための同計画作成の申出書の提出があったことから、同計画の更新

に係る作成及び決定についてお諮りするものです。 

なお、契約内容について変更はありません。 

また、同計画作成に伴い、利用権を設定する者以外で利用権を設定

する土地につき、所有権、その他の使用収益権利を有する者の同意を

得ることが必要になることから、権利の設定を受ける●●氏、権利の設

定をする●●氏以外に、当該農地について「畑地灌漑用水の管路」があ

ることから、地上権の権利者である農林水産省（国土交通省北海道開

発局網走開発建設部）、滝上町にも同意を得ているところでございます。 

場所については６ページから１１ページをご覧ください。 

６ページは１／2,000で該当地番を全体表示したものです。 

７ページから１１ページについては、６ページの全体地図で地番、 

所有者、地目、面積が表示されなかった地番をそれぞれ拡大した

地図となっております。 

 

瀬川 議長 

これより質疑に入ります。 

ただいまの件について質疑ございませんか。 

 



6 

 

（質疑なしの声） 

 

瀬川 議長 

質疑を打ち切ります。 

この計画案が適当であるか否かについて意見を求めます。 

計画案が適当であるとしてご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

本計画案は適当であると決定しました。 

 

瀬川 議長 

日程第４． 

決議案第１号．農業委員会の法令順守の申しあわせ決議について 

お諮りいたします。 

決議案の趣旨について、事務局より説明願います。 

 

加藤 事務局長 

令和元年の１０月に農地転用に絡む収賄で農業委員会会長や事務局

職員が逮捕されるという事件が、立て続けに２件発生しました。 

また、農業委員会連合会研修会の際の昼食時に飲酒していたこと、

いわゆる公務中の飲酒も報道されて問題となりました。 

このような状況を鑑みて、令和元年に開催された全国農業委員会

代表者集会において、農業委員会の綱紀保持に関する申し合わせで、

全国の農業委員会が一丸となって取り組むことが決議されました。 

これを受けて、当委員会においても、公務員として守るべき倫理観を

保持するといった綱紀保持の意識を毎年確認するために、本案につい

て決議していただきたくお諮りいたします。 

決議案は、係長より読み上げます。 
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廣田 係長 

それでは、決議案を読み上げます。 

 

（決議案読み上げ） 

     

以上です、よろしくお願いいたします。 

 

瀬川 議長 

それでは、お諮りします。 

滝上町農業委員会として、本件にあります「農業委員会の法令順守

の申し合わせ」を決議してよろしいですか。 

 

（よろしいとの声） 

 

ただ今、出席委員全員から同意をいただきましたので、本件は決議

されました。 

 

以上で全議案の審議を終了いたしました。 

これで第１２回農業委員会総会を終了いたします。 

 

 
 


